
１．契約締結前の公表事項（事前公表）

事業名称 事業場所 事業（契約）の内容 契約の相手方の決定方法又は選定基準 申請方法 この事業に対する連絡先

プロサッカーキャンプ観戦客等案内業務
Enagicスタジアム名護（サッカー・ラ
グビー場）周辺

非公開練習日におけるEnagicスタジア
ム名護（サッカー・ラグビー場）周辺
の観戦客等への非公開案内

地方自治法施行令第167条の２第１項第３号に規定する団体
等であること。
本市内に拠点を有し、業務の円滑な履行が可能であること。
臨時的かつ短期的な就業を希望する本市の高齢退職者のために
就業の機会を確保するとともに、組織的に提供する業務を行っ
ていること。

１．見積書提出
提出期限：令和8年１月1５日（木）

担当：地域経済部観光課観光計画係
電話：0980-53-543８

２．契約締結後の公表事項（事後公表）

契約の相手方   契約締結日 契約金額 契約の相手方とした理由

公益社団法人 名護市シルバー人材センター 令和8年1月13日 104,412円
・地方自治法施行令第167条の２第１項第3号に規定する団体
（シルバー人材センター）であるため。
・高齢者の雇用機会の確保を図るため。

特定施設・団体等との随意契約一覧


